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1. 放課後等デイサービスの制度改革と類型化 

2024 年度の法改正により、放課後等デイサービスは「発達支援型」と「生

活支援型」の 2 類型に再編され、サービスの質向上と適正な給付を目的とした

制度改革が実施されました。 

 

【発達支援型】 

 発達支援型は、子どもの障害特性に応じた個別支援や、集団での活動を通じ

て、社会性や自立に向けた力を育むことを目的としています。専門職によるアセ

スメントに基づき、計画的な支援プログラムを作成・実施し、支援内容や目標達

成度の評価も求められます。 

 

【生活支援型】 

 生活支援型は、学校後や休日に安心して過ごせる場を提供することに主眼を置

きます。学習支援や遊びの提供を中心とした支援となり、発達支援要素が薄い

場合は給付対象外となる可能性があります。 



 

 この制度改正は、放課後等デイサービスの質のばらつきを是正し、真に支援を

必要とする児童に専門的なサービスが行き届くようにする狙いがあります。事

業者には、自施設の支援内容の見直しと、類型に応じた適切な運営体制の構築

が求められています。 

出典：厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定に関する資料」（2024 年

度） 

 

2. ガイドラインの改訂と支援プログラムの公表義務化 

2025 年 7 月に改訂された「放課後等デイサービスガイドライン」では、サ

ービスの質を高めるために事業所が果たすべき役割が明確化されました。ま

た、2025 年 4 月からは全ての事業所に対して、支援プログラムの策定と公表

が義務付けられています。 

 

【ガイドライン改訂の背景】 

 サービスの質に関する苦情やトラブル、内容が不透明な支援に対する保護者の

不安などが増えていたことから、透明性と説明責任の確保が急務とされていまし

た。 

改訂では、支援方針の明文化や職員体制の強化、評価方法の導入などが盛り込

まれました。 

 

【支援プログラムの公表】 

 支援内容を明文化し、ホームページや配布資料などで利用者に提示することが

義務化されました。プログラムには、支援の目的・方法・評価の視点などが明記

され、事業所による支援の質を“見える化”することが求められています。 

 

 これにより、保護者は事前に支援内容を確認し、子どもに合った事業所を選ぶ

手助けとなる一方、事業者には支援の計画性と実行力が強く求められるようにな

っています。 

出典：こども家庭庁「障害児通所支援ガイドライン（2025 年改訂）」 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/93d83e4a-f48a-4922-befd-517fe9d7c6d4/aa2da96d/20250307-councils-support-personnel-93d83e4a-10.pdf


3. 処遇改善加算の一本化と報酬体系の見直し 

2024 年度の報酬改定では、職員の処遇改善を目的に、従来複数に分かれて

いた加算制度を一本化し、より明確な加算基準に整理されました。 

 

【新たな処遇改善加算の特徴】 

 「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化され、職場環境の整備状況

やキャリアパス制度の導入、賃金改善状況などに応じて 4 区分に分けられてい

ます。これにより、制度の複雑さが解消され、加算の取得要件が明確になりまし

た。 

 

【職員のモチベーション向上】 

 新加算制度では、経験や技能のある職員を積極的に配置すること、研修制度

の整備、処遇の見える化などが求められています。職員にとっては給与や勤務

環境の向上が図られ、結果としてサービスの質向上と人材定着が期待されます。 

 

 また、事業所は加算取得のために、内部体制の見直しや記録・評価体制の強化

が不可欠です。 

出典：厚生労働省「令和 6 年度障害福祉サービス報酬改定の概要」 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html


4. 助成金・補助金制度の活用 

放課後等デイサービスの新規開業や既存施設の運営強化には、厚労省や自治

体の助成金・補助金を活用することで財政的な負担を軽減できます。 

 

【主な助成制度】 

- キャリアアップ助成金（正社員化コース）： 

 非正規職員を正社員へ転換した際に支給。人材の安定確保に寄与。 

 

- 働き方改革推進支援助成金： 

 就業規則の見直しや IT 導入による労働時間短縮への支援。 

 

- 特定求職者雇用開発助成金： 

 高齢者・障害者・母子家庭の親等を雇用した場合に支給。 

 

【活用にあたっての注意点】 

 各助成金・補助金には、細かい要件や申請期限、報告義務があります。事前に

社会保険労務士や行政書士に相談し、適切な制度を選定・申請することが重要で

す。 

 

 また、支給後も定期的な報告義務や労働条件の維持が求められるため、制度に

基づいた運営体制の構築が必要です。 

出典：高齢・障害・求職者雇用支援機構、厚生労働省「各種助成金制度」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html
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